令和７～８年度

丹波市

競争入札参加資格審査申請書提出要領（建設工事）
　令和７～８年度において、丹波市が発注する建設工事に係る競争入札の参加を希望される場合は、この要領に定めるところにより申請してください。
　丹波市では電子入札を実施しています。兵庫県電子入札共同運営システムのホームページより丹波市に登録をしてください。登録のない方は入札にはご参加いただけません。詳しくは、丹波市ホームページをご覧ください。

（https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/nyusatsukensashitsu/gyomuannai/2/2/2863.html）
◇参加資格審査申請受付できない者
次に掲げる事項に該当する者は、競争入札に参加する資格を有しない。
1. 国税、都道府県税及び市町村税を滞納している者。ただし、申請書を提出するまでに完納した場合は、この限りではない。
2. 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険等」とする。）に加入していない者（ただし、健康保険については健康保険法第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険については厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務、雇用保険については雇用保険法第７条の規定による届出の義務がない者を除く。）。

◇参加資格審査申請受付要件

1. 建設業法第２条第３項に規定する建設業者。
2. 建設業法第27条の23の経営事項審査を経て、同法第27条の27の経営規模の評価の通知並びに同法27条の29の総合評定値の通知を受けていること。
　　※上記１・２の無い方で、小規模な修繕等をご希望の方は、『物品・役務』での登録をしてください。
詳しくは、
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/nyusatsukensashitsu/gyomuannai/2/2/2/9526.html
◇受付期間　　・丹波市内に本店がある方：随時受付
・丹波市外の方：令和８年３月２日(月)～16日(月)
　　　　　　　　　　　　
◇提出方法　　郵送（丹波市外の方は受付期間最終日必着）
　　　　
◇提出先　　〒669-4192　兵庫県丹波市春日町黒井811番地（春日庁舎４階）

　　丹波市役所　入札検査部　入札検査室
電話：0795-88-5133（直通）
FAX：0795-74-1055
　            E-mail:nyusatsu@city.tamba.lg.jp
◇提出部数　　1部（紙製のA4ファイル（色の指定無し）に申請書類を綴じてご提出ください）
◇有効期間　　令和８年４月1日から令和９年３月31日まで（丹波市内に本店がある方は受付日の翌月1日から令和９年３月31日まで）
◇提出書類　　申請書は、下記のとおり丹波市独自様式を使用してください。
（一部類似可）
※窓口では配布しませんので、ホームページからダウンロードし、作成してください。

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/nyusatsukensashitsu/gyomuannai/2/2/2/9524.html
	
	受付票（建設工事）
	

	
	通知用のはがき（返送用）
	書類の受理をお知らせするため　※ 返送先を記入
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	委任状
（建設業許可申請書の様式１別紙二(1)もしくは(2)の写しを添付のこと）
	丹波市様式（準市内は必須）
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	一般競争（指名競争）参加資格審査申請書
	丹波市様式１
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	暴力団排除誓約書・役員一覧表
	丹波市様式

	５
	丹波市入札参加資格審査申請に係る主観点数の申告
※ 過年度において提出されている場合も、改めて提出してください。
	別紙３、その他添付書類

	６
	関係する会社の届出書
※ 関係する両方の会社からそれぞれ提出すること
	丹波市様式

	７
	準市内業者の報告
※ 市内営業所等への委任状が必要

※ 過年度において準市内業者に認定されている場合も、改めて提出してください。
	別紙１・建設業許可申請書の様式１別紙二(1)･(2)

	８
	工事経歴書　※ 令和４～６年の内２年間分
	丹波市様式２　又は建設業許可申請書様式第二号の写し　※ 類似可

	９
	営業所一覧表
	丹波市様式３　又は建設業許可申請書別紙二(1)もしくは（2）の写し　※ 類似可

	10
	技術職員名簿

※ すべての事業者が提出要

※ 市内事業者は名簿に加えて、健康保険証の写し又は特別徴収税額通知書の写し等、雇用を証明する書類を添付すること。
	丹波市様式４
最新の経審事項審査申請の際に提出した名簿の写し可

	11
	監理技術者に関する調書
※ 市内事業者のみ
※ 監理技術者証の写しを添付すること。
	丹波市様式５

職員に監理技術者を置いている場合は提出

	12
	建設業許可証明書又は通知
	写し可

	13
	専任技術者証明書

※ 市内事業者のみ
	建設業許可申請書 別紙四又は様式第八号の写し

	14
	財務諸表（直前年度決算分のみ）

【法人の場合】

建設業法施行規則別記様式第15,16,17号

【個人事業者の場合】

建設業法施行規則別記様式第18,19号

又は青色・白色申告決算書
	写し可

	15
	【法人の場合】
履歴事項全部証明書（登記簿謄本）（交付窓口:法務局）
【個人事業者の場合】
身分証明書(交付窓口:丹波市役所生活環境部市民課など)
	3ヶ月以内に発行のもの

写し可

	16
	国税の滞納が無い納税証明書（交付窓口：税務署）
【法人の場合】

法人税･消費税等の納税証明書（その３の３）

【個人事業者の場合】

所得税･消費税等の納税証明書（その３の２）

e-Tax国税電子申告・納税システム

詳しくはhttp://www.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。
	未納のない証明（滞納額0円の表示でも可）写し可

3ヶ月以内に発行のもの

	17
	完納証明書（交付窓口：丹波市役所財務部税務課及び各支所）
※ 市内事業者及び準市内事業者のみ
	3ヶ月以内に発行のもの

建設工事は原本（写し不可）
（納税証明等不可）

	18
	使用印鑑届
	丹波市様式
原本（写し不可）

	19
	印鑑登録証明書（交付窓口：法務局、丹波市役所生活環境部市民課等）
	3ヶ月以内に発行のもの

写し可

	20
	建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済または特定退職金共済の加入証明書等いずれか
※ いずれも提出できない場合は理由書を添付
	写し可
※ 最新の経営事項審査結果通知書での証明も可

	21
	労働災害補償保険に加入している事を証する書面　※ 労働保険 概算・確定保険料 申告書など
	写し可


◇注意事項　

１．提出書類は、紙製A4ファイル（金属製留め具でないもの）に綴じ、ファイルの表紙と背表紙に申請の表題（競争入札参加資格審査申請書(工事)）と商号または名称及びふりがなを記入してください。

２．建設業許可の期限が切れた場合、建設工事の入札に参加できません。最新版の建設業許可通知の写しを随時、提出するよう注意してください。

３．経営事項審査結果通知書の有効期限（審査基準日から1年7ヶ月後）が切れた場合、建設工事の入札に参加できません。最新版の通知書の写しを随時、提出するよう注意してください。
　　※建設工事に限り入札参加資格審査申請について、社会保険等（「雇用保険」・「健康保険」・「厚生年金保険」）に加入していることを要件とします。詳細は、別紙【建設工事の入札参加資格審査申請を提出される事業主の方へ】をご覧ください。
４．上記提出書類「21.労働災害補償保険に加入していることを証する書面」とは、労働基準監督署に毎年４月から５月にかけて提出する「労働保険　概算・確定保険料　申告書」の写し等です。

５．上記提出書類「３・12・13・21」等の無い方は登録できません。なお、小規模な修繕等をご希望の方は、『物品・役務』での登録をしてください。
詳しくは、
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/nyusatsukensashitsu/gyomuannai/2/2/2/9526.html



６．法人に係る納税証明は、各窓口において申請書に会社印が必要な場合や、またその申請に係る委任状の提出が求められる場合があります。証明書発行の際の取り扱いについては、事前に各窓口へ問い合わせのうえご確認ください。
７．名簿登載内容及び届け出書類に変更があった場合は速やかに変更届を出してください。　
※変更届はこちら
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/nyusatsukensashitsu/gyomuannai/2/2/2/1987.html
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